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平
成
十
五
年
七
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
山
口
わ
か
子
君
提
出
精
神
保
健
福
祉
社
会
復
帰
施
設
整
備
費
予
算
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日
受
領

答
弁
第
一
〇
〇
号



衆
議
院
議
員
山
口
わ
か
子
君
提
出
精
神
保
健
福
祉
社
会
復
帰
施
設
整
備
費
予
算
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社

会
復
帰
施
設
に
つ
い
て
は
、
「
障
害
者
プ
ラ
ン
」
（
平
成
七
年
十
二
月
十
八
日
障
害
者
対
策
推
進
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
整

備
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
た
精
神
保
健
福
祉
対
策
本
部
の
中
間
報
告
（
平
成
十
五
年
五

月
十
五
日
）
で
も
、
受
入
れ
条
件
が
整
え
ば
精
神
病
院
等
か
ら
の
退
院
が
可
能
な
七
万
二
千
人
の
精
神
障
害
者
の
退
院
後
の

受
皿
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
重
点
施
策
実
施
五
か
年
計
画
」
（
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
障
害

者
施
策
推
進
本
部
決
定
）
に
お
い
て
定
め
た
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
整
備
目
標
に
向
け
て
、
そ
の
着
実
な
整
備
を
図
っ
て
ま

い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
施
設
整
備
費
の
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
提

出
さ
れ
た
百
五
十
二
件
の
新
規
の
施
設
整
備
計
画
に
つ
い
て
交
付
決
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
五
年
度
は
、
本

年
六
月
二
十
七
日
現
在
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
百
六
十
一
件
の
新
規
の
施
設
整
備
計
画
の
う
ち
三
十
五
件
に
つ

一



い
て
交
付
決
定
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
同
年
度
に
お
い
て
採
択
件
数
が
減
少
し
た
の
は
、
同
年
度
の
保
健
衛
生
施
設
等
施
設

整
備
費
補
助
金
が
、
平
成
十
四
年
度
と
比
較
し
、
当
初
予
算
の
額
と
し
て
は
約
六
億
円
増
加
す
る
一
方
、
前
年
度
か
ら
の
繰

越
予
算
が
減
少
し
た
こ
と
等
か
ら
、
執
行
可
能
な
予
算
の
額
と
し
て
は
約
九
十
八
億
円
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

二


